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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
、
平
成
二
九
年
五
月
一
七
日
に
成
立
、
同

月
二
四
日
に
公
布
さ
れ
た
「
金
融
商
品
取
引
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
二
九
年
法
律
第
三
七
号
。
以
下

「
改
正
法
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
株
式
等

の
高
速
取
引
と
上
場
会
社
に
よ
る
公
平
な
情
報
開
示
に

係
る
改
正
の
解
説
に
続
き
、
取
引
所
グ
ル
ー
プ
の
業
務

範
囲
の
柔
軟
化
等
に
係
る
改
正
の
概
要
、
お
よ
び
、
施

行
に
向
け
た
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
解
説
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
本
文
中
、
意
見
に
わ
た
る
部
分
に
つ
い
て
は
、

筆
者
ら
の
個
人
的
見
解
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
た

い
。

二　

取
引
所
グ
ル
ー
プ
の
業
務
範
囲
の
柔
軟
化

に
係
る
改
正
の
経
緯

　

現
行
法
上
、
取
引
所
グ
ル
ー
プ
に
は
、
市
場
の
運
営

と
い
う
公
共
性
の
高
い
業
務
を
安
定
的
に
運
営
さ
せ
る

な
ど
の
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
な
業
務
範
囲
規
制
が
課

さ
れ
て
い
る
（
図
表
１
）。

　

・ 　

取
引
所
本
体
の
業
務
範
囲
は
、
取
引
所
金
融
商

品
市
場
の
開
設
お
よ
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に

限
定
。
た
だ
し
、
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
排

出
量
取
引
を
行
う
市
場
の
開
設
や
Ｌ
Ｅ
Ｉ
（
注
一
）

指
定
な
ど
、
法
律
で
限
定
列
挙
さ
れ
て
い
る
兼
業

業
務
が
可
能
。

　

・ 　

取
引
所
持
株
会
社
の
業
務
範
囲
は
、
子
会
社
で

あ
る
取
引
所
等
の
経
営
管
理
お
よ
び
こ
れ
に
附
帯

す
る
業
務
に
限
定
。

　

・ 　

取
引
所
の
子
会
社
お
よ
び
兄
弟
会
社
（
取
引
所

持
株
会
社
の
子
会
社
）
の
業
務
範
囲
は
、
取
引
所

金
融
商
品
市
場
の
開
設
お
よ
び
こ
れ
に
附
帯
す
る

業
務
に
限
定
。
た
だ
し
、
認
可
を
受
け
た
場
合
に

は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
開
設
に
関
連
す
る

業
務
（
以
下
「
関
連
業
務
」
と
い
う
）
が
可
能
。

　

こ
う
し
た
中
、
取
引
所
グ
ル
ー
プ
を
め
ぐ
っ
て
は
、

情
報
通
信
技
術
の
進
展
や
国
際
化
な
ど
の
環
境
変
化
が

生
じ
て
お
り
、
こ
う
し
た
環
境
変
化
に
取
引
所
グ
ル
ー

プ
が
機
動
的
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
。
平
成
二
八
年
一
二
月
に
公
表
さ
れ
た
金

融
審
議
会
市
場
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
報
告
書

（
注
二
）（
以
下
「
Ｗ
Ｇ
報
告
書
」
と
い
う
）
で
は
、
取

引
所
グ
ル
ー
プ
の
業
務
範
囲
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
環

境
変
化
を
踏
ま
え
た
対
応
が
必
要
と
さ
れ
た
。

■
平
成
二
九
年
改
正
金
商
法
の
解
説

⎝
■

取
引
所
グ
ル
ー
プ
の
業
務
範
囲
の
柔
軟
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等
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三　

改
正
の
概
要

１　

取
引
所
グ
ル
ー
プ
の
業
務
範
囲
の
柔
軟
化
（
図

表
２
）

⑴　

グ
ル
ー
プ
内
の
共
通
・
重
複
業
務
の
集
約

　

前
記
の
と
お
り
、
現
行
法
上
、
取
引
所
本
体
の
業
務

範
囲
は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
開
設
お
よ
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
加
え

て
、
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
法
律
で
限
定
列
挙
さ

れ
て
い
る
兼
業
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る
（
金
融
商
品
取
引
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
）
八
七
条

の
二
第
一
項
）。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
た
と
え
ば
、
取
引
所
グ
ル
ー

プ
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
に
つ
い
て
は
、
取
引

所
本
体
は
、
附
帯
業
務
と
し
て
取
引
所
取
引
に
係
る
シ

ス
テ
ム
の
開
発
を
行
い
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
な

ど
の
取
引
所
外
取
引
に
係
る
シ
ス
テ
ム
は
、
取
引
所
の

子
会
社
や
兄
弟
会
社
が
認
可
を
受
け
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
関
連
業
務
と
し
て
、
取
引
所
本
体

で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
内
の
シ
ス
テ
ム
子
会
社
で
開
発

を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
の
点
、
取
引
所
グ
ル
ー
プ
か
ら
は
、
シ
ナ
ジ
ー
効

果
や
コ
ス
ト
削
減
効
果
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
特
に
シ

ス
テ
ム
開
発
な
ど
規
模
の
経
済
が
働
き
や
す
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
取
引
所
本
体
を
含
め
グ
ル
ー
プ
内
で
人
材

や
ノ
ウ
ハ
ウ
等
を
有
す
る
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
集
約
を

〔図表１〕　取引所グループの業務範囲の概要

兼業業務※（法律で限定列挙）
・排出量取引を行う市場の開設
・LEI指定

子会社である取引所等の経営管理及びこれに附帯する業務
金融商品取引所持株会社

金融商品取引所 子会社・兄弟会社

※　兼業業務・関連業務の場合は，個別に認可が必要。

市場開設業務

附帯業務
（例）・取引所取引関連システム開発
　　・指数算出　　　　　　　　等

関連業務※
（例）・取引所外取引関連システム開発
　　・OTCデリバティブの清算　　等

市場開設業務

附帯業務

〔図表２〕　取引所グループの業務範囲の柔軟化

■　取引所グループを巡る業務の多様化や国際化などの環境変化を踏まえ，取引所グループの
　　業務範囲のあり方について以下の対応。

　出資先の外国取引所等の子会社が業務範囲を超えるものであっても，原則５年間，取引所グ
ループが保有することを可能とする。

（１） グループ内の共通・重複業務の集約
　システム開発業務などのグループ内の共通・重複業務について，認可を前提に，取引所本体
での実施を可能とする。

（２） 外国取引所等への出資の柔軟化

（２） 外国取引所等への
　　　出資の柔軟化

取引所 子会社

持株会社

共通・重複業務

（１） グループ内の共通・
　　　重複業務の集約

外国の子会社
（一般事業会社）

外国の取引所・
市場関連外国会社
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可
能
と
す
る
な
ど
、
柔
軟
な
業
務
運
営
を
求
め
る
声
が

あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
改
正
法
に
お
い
て
は
、

認
可
を
前
提
に
、
取
引
所
本
体
が
、
そ
の
属
す
る
取
引

所
グ
ル
ー
プ
内
の
二
以
上
の
会
社
（
取
引
所
を
含
む
場

合
に
限
る
）
に
共
通
す
る
業
務
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務

を
当
該
取
引
所
本
体
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
当
該
取
引

所
グ
ル
ー
プ
の
業
務
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
運
営
に

特
に
資
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の

を
、
当
該
会
社
に
代
わ
っ
て
行
う
こ
と
を
可
能
と
し
て

い
る
（
改
正
後
の
法
八
七
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
）。

　

そ
の
際
、
取
引
所
本
体
が
実
際
に
グ
ル
ー
プ
内
の
共

通
・
重
複
業
務
を
執
行
す
る
に
は
、
認
可
を
必
要
と
し

て
い
る
が
、
当
該
認
可
に
当
た
っ
て
は
、
取
引
所
グ

ル
ー
プ
に
業
務
範
囲
規
制
が
課
さ
れ
て
い
る
趣
旨
に
照

ら
し
、
た
と
え
ば
、
当
該
共
通
・
重
複
業
務
の
執
行
に

係
る
費
用
が
グ
ル
ー
プ
内
で
適
切
に
配
賦
さ
れ
て
い
る

か
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
内
取
引
に
係
る
管
理
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
取
引
所
本
体
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る

具
体
的
な
共
通
・
重
複
業
務
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
今

後
、
内
閣
府
令
に
お
い
て
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

た
と
え
ば
、
取
引
所
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
会
社
の
業
務

に
係
る
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

⑵　

外
国
取
引
所
等
へ
の
出
資
の
柔
軟
化

　

現
行
法
上
、
取
引
所
の
子
会
社
や
兄
弟
会
社
の
業
務

範
囲
は
、
取
引
所
金
融
商
品
市
場
の
開
設
お
よ
び
こ
れ

に
附
帯
す
る
業
務
、
な
ら
び
に
、
認
可
を
前
提
と
し
た

関
連
業
務
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
法
八
七
条
の
三
第
一

項
、
一
〇
六
条
の
二
四
第
一
項
）。

　

取
引
所
グ
ル
ー
プ
の
業
務
の
多
様
化
が
進
む
中
、
今

後
、
わ
が
国
の
取
引
所
が
外
国
取
引
所
や
市
場
開
設
に

附
帯
・
関
連
す
る
業
務
を
行
う
外
国
企
業
（
以
下
「
市

場
関
連
外
国
会
社
」
と
い
う
）
へ
の
出
資
を
積
極
化
す

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
こ
れ

ら
の
外
国
取
引
所
や
市
場
関
連
外
国
会
社
の
子
会
社

が
、
現
行
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
業
務
範
囲
を
超
え
る

業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
出
資
交
渉
時
に
、
当

該
子
会
社
の
売
却
を
条
件
と
せ
ざ
る
を
得
ず
、
わ
が
国

の
取
引
所
が
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
改
正
法
に
お
い
て
は
、

取
引
所
ま
た
は
取
引
所
持
株
会
社
が
、
外
国
取
引
所
や

市
場
関
連
外
国
会
社
を
子
会
社
と
す
る
こ
と
に
よ
り

（
注
三
）、
そ
の
子
会
社
と
し
て
、
当
該
取
引
所
ま
た
は

取
引
所
持
株
会
社
の
子
会
社
に
認
め
ら
れ
て
い
る
業
務

範
囲
を
超
え
る
業
務
を
行
っ
て
い
る
外
国
会
社
を
子
会

社
と
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
五
年
間
、
子
会
社

の
業
務
範
囲
に
係
る
規
制
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
て

い
る
（
改
正
後
の
法
八
七
条
の
三
第
六
項
、
一
〇
六
条
の
二

四
第
三
項
）。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
業
務
範
囲
を
超
え
る
外
国
会
社
を

子
会
社
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

　

① 　

現
地
の
資
本
市
場
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
照

ら
し
て
期
限
ま
で
に
当
該
外
国
会
社
を
売
却
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

　

② 　

事
業
の
遂
行
の
た
め
当
該
外
国
会
社
を
引
き
続

き
保
有
す
る
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
に
は
、
承
認
を
前
提
に
、
一
年
単
位
で
期
限
の
延

長
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
改
正
後
の
法
八
七
条
の

三
第
七
項
・
八
項
、
一
〇
六
条
の
二
四
第
四
項
・
五
項
）。

⑶　

グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
経
営
管
理
の
充
実

　

現
行
法
上
、
取
引
所
持
株
会
社
は
、
子
会
社
で
あ
る

取
引
所
等
の
経
営
管
理
お
よ
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

の
ほ
か
、
他
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
（
法
一

〇
六
条
の
二
三
第
一
項
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
取
引
所
持

株
会
社
が
果
た
す
べ
き
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
経
営
管
理

機
能
の
内
容
に
つ
い
て
の
明
確
な
規
定
は
置
か
れ
て
い

な
い
。

　

今
般
の
法
改
正
や
、
Ｗ
Ｇ
報
告
書
を
受
け
た
制
度
の

運
用
の
柔
軟
化（
後
記
⑷
参
照
）
に
よ
る
取
引
所
グ
ル
ー

プ
の
業
務
内
容
の
拡
大
等
に
伴
い
、
取
引
所
グ
ル
ー
プ

に
は
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
経
営
管
理
の
実
効
性
確
保

へ
の
要
請
が
高
ま
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
改
正
法
に
お
い
て
は
、

取
引
所
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
経
営
管
理
機
能
を
実
効
的

な
も
の
と
す
る
た
め
、
グ
ル
ー
プ
の
経
営
管
理
と
し
て

求
め
ら
れ
る
機
能
を
法
律
上
明
確
化
し
た
上
で
、
こ
れ

を
グ
ル
ー
プ
の
頂
点
に
位
置
す
る
取
引
所
持
株
会
社
に

求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
（
改
正
後
の
法
一
〇
六
条
の
二

三
）。

　

具
体
的
に
は
、
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① 　

グ
ル
ー
プ
の
経
営
方
針
の
策
定
と
そ
の
適
正
な

実
施
の
確
保
（「
金
融
商
品
取
引
所
持
株
会
社
グ

ル
ー
プ
の
経
営
の
基
本
方
針
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず

る
方
針
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
の
策
定

及
び
そ
の
適
正
な
実
施
の
確
保
」（
改
正
後
の
法
一

〇
六
条
の
二
三
第
四
項
一
号
））

　

② 　

グ
ル
ー
プ
内
の
会
社
相
互
間
の
利
益
相
反
管
理

（「
金
融
商
品
取
引
所
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に
属
す

る
会
社
相
互
の
利
益
が
相
反
す
る
場
合
に
お
け
る

必
要
な
調
整
」（
同
項
二
号
））

　

③ 　

グ
ル
ー
プ
の
法
令
遵
守
体
制
の
整
備（「
金
融
商

品
取
引
所
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
の
業
務
の
執
行
が

法
令
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
体
制
の
整

備
」（
同
項
三
号
））

　

④ 　

①
〜
③
の
ほ
か
、「
金
融
商
品
取
引
所
持
株
会

社
グ
ル
ー
プ
の
業
務
の
公
共
性
に
対
す
る
信
頼
及

び
健
全
か
つ
適
切
な
運
営
の
確
保
に
資
す
る
も
の

と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
」（
同
項
四
号
）

を
、
グ
ル
ー
プ
の
頂
点
に
位
置
す
る
取
引
所
持
株
会
社

に
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
取
引
所
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
経
営
管
理
機
能

の
充
実
の
要
請
は
、
取
引
所
持
株
会
社
の
下
で
形
成
さ

れ
る
グ
ル
ー
プ
と
、
取
引
所
の
下
で
形
成
さ
れ
る
グ

ル
ー
プ
で
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
取
引
所

持
株
会
社
が
存
在
し
な
い
グ
ル
ー
プ
の
場
合
に
は
、
グ

ル
ー
プ
の
頂
点
に
位
置
す
る
取
引
所
に
、
取
引
所
持
株

会
社
の
場
合
と
同
様
の
経
営
管
理
機
能
を
求
め
る
こ
と

と
し
て
い
る
（
改
正
後
の
法
八
七
条
の
四
の
二
）。

⑷　

関
連
業
務
の
認
可
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
事
項
の
運
用

見
直
し

　

こ
の
ほ
か
、
法
律
事
項
で
は
な
い
が
、
取
引
所
の
子

会
社
お
よ
び
兄
弟
会
社
に
対
し
て
認
可
を
前
提
に
認
め

ら
れ
て
い
る
関
連
業
務
に
つ
い
て
、
そ
の
運
用
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、
関
連
業
務
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
そ
の

業
務
範
囲
を
あ
ら
か
じ
め
個
別
に
限
定
列
挙
す
る
の
で

は
な
く
、
認
可
に
際
し
て
、

　

①　

取
引
所
の
業
務
に
密
接
に
関
連
す
る
こ
と

　

② 　

取
引
所
の
円
滑
な
業
務
運
営
に
資
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と

　

③ 　

子
会
社
の
業
務
運
営
が
取
引
所
に
及
ぼ
す
リ
ス

ク
の
管
理
が
し
っ
か
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

　

④ 　

取
引
所
の
運
営
の
公
正
性
や
中
立
性
に
対
す
る

信
頼
感
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と

等
に
つ
い
て
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
仕
組
み
と
す
る
こ
と

が
適
当
と
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
点
に
関
し
、
Ｗ
Ｇ
報
告
書
で
は
、
取
引
所
外
取

引
へ
の
対
応
やFinTech

の
動
き
な
ど
の
取
引
所
を
め

ぐ
る
環
境
変
化
を
踏
ま
え
、
関
連
業
務
の
認
可
に
係
る

チ
ェ
ッ
ク
事
項
に
つ
い
て
、
以
下
の
運
用
上
の
見
直
し

を
行
う
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
た
。

ⅰ　

取
引
所
外
取
引
へ
の
対
応

　

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
清

算
集
中
を
進
め
る
と
の
国
際
的
な
要
請
が
生
じ
た
こ
と

等
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
、
取
引
所
の
子
会
社
・
兄
弟

会
社
に
は
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
の
清
算
業
務
や
、
こ

れ
ら
の
取
引
所
外
取
引
に
関
す
る
業
務
に
係
る
シ
ス
テ

ム
の
開
発
が
認
可
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
、
こ
う
し
た
関
連
業
務
の
認
可
に
際
し
て
は
、

前
記
の
チ
ェ
ッ
ク
事
項
②
「
取
引
所
の
円
滑
な
業
務
運

営
に
資
す
る
」
が
存
在
し
て
お
り
、
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
の
清
算
業
務
や
取
引
所
外
取
引
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム

の
開
発
な
ど
は
、
厳
密
に
は
、
当
該
チ
ェ
ッ
ク
事
項
に

あ
て
は
ま
ら
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
対
応

す
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
は
、
市
場
全
体
の
機
能
の
向
上

が
図
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
認
可
を
行
う
と
い
っ
た

運
用
面
で
の
対
応
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
現
状

も
踏
ま
え
、
当
該
②
を
「
市
場
全
体
の
円
滑
な
運
営
に

資
す
る
」
も
の
と
し
て
整
理
す
る
。

ⅱ　

FinTech

の
動
き
へ
の
対
応

　

近
年
、FinTech

を
活
用
し
た
革
新
的
な
金
融
サ
ー

ビ
ス
事
業
が
急
速
に
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、
人
工
知
能
や

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
等
は
、
今
後
の
取
引
所
の
業

務
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

日
本
の
取
引
所
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な

技
術
の
活
用
等
に
関
す
る
先
駆
的
な
取
組
み
が
求
め
ら

れ
、
た
と
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
技
術
を
有
す
る
企
業
等

へ
の
出
資
等
も
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た

め
、
前
記
の
チ
ェ
ッ
ク
事
項
②
に
加
え
、「
取
引
所
の
円

滑
な
業
務
運
営
に
資
す
る
と
見
込
ま
れ
る
」
場
合
も
関

連
業
務
と
し
て
認
可
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

ⅲ　

取
引
所
を
め
ぐ
る
経
営
統
合

　

東
京
証
券
取
引
所
と
大
阪
証
券
取
引
所
の
経
営
統
合
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に
よ
り
誕
生
し
た
日
本
取
引
所
グ
ル
ー
プ
が
わ
が
国
の

市
場
で
圧
倒
的
な
シ
ェ
ア
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み

れ
ば
、
取
引
所
の
子
会
社
や
兄
弟
会
社
が
行
う
関
連
業

務
の
認
可
に
際
し
、
公
平
・
公
正
な
競
争
条
件
を
確
保

す
る
こ
と
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
勘
案
す
る
必
要
が
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
、
他
に
十
分
な
担
い
手

が
お
ら
ず
、
市
場
全
体
の
た
め
に
取
引
所
グ
ル
ー
プ
が

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
状
況
に
あ
る
か

等
を
、
関
連
業
務
に
係
る
前
記
の
チ
ェ
ッ
ク
の
際
に
考

慮
す
る
こ
と
と
す
る
。

２　

そ
の
他

　

証
券
決
済
用
の
投
資
信
託
（
注
四
）
に
係
る
証
券
会

社
等
に
よ
る
損
失
補
塡
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
ほ

か
、
い
わ
ゆ
る
「
大
き
す
ぎ
て
潰
せ
な
い
」
問
題
を
解

決
す
る
た
め
の
取
組
み
と
し
て
策
定
さ
れ
た
総
損
失
吸

収
力
（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
）
に
係
る
規
制
（
グ
ロ
ー
バ
ル
に
活

動
す
る
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
（G

-SIB
s

）
グ
ル
ー

プ
に
対
し
て
導
入
が
予
定
さ
れ
て
い
る
）
へ
の
対
応
を

図
る
観
点
か
ら
、
金
融
商
品
取
引
業
者
の
持
株
会
社
の

定
義
を
見
直
し
て
い
る
（
注
五
）。

四　

施
行
に
向
け
た
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　

関
係
政
府
令
の
準
備
に
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

を
含
め
、
実
務
的
な
調
整
な
ど
に
一
定
の
期
間
を
要
す

る
た
め
、
改
正
法
で
は
、
一
年
以
内
の
政
令
で
定
め
る

日
に
施
行
す
る
と
規
定
し
て
い
る
（
改
正
法
の
附
則
一

条
）。

（
注
一
） 

Ｌ
Ｅ
Ｉ
（L

egal E
ntity Identifier

）
と
は
、
金

融
商
品
の
取
引
の
当
事
者
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
。

（
注
二
） 

金
融
審
議
会
「
市
場
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ

報
告
〜
国
民
の
安
定
的
な
資
産
形
成
に
向
け
た
取
組
み

と
市
場
・
取
引
所
を
巡
る
制
度
整
備
に
つ
い
て
〜
」

（
平
成
二
八
年
一
二
月
二
二
日
。http://w

w
w

.fsa.go.jp/

singi/singi_kinyu/tosin/20161222-1.htm
l

）。

（
注
三
） 

こ
の
ほ
か
、
業
務
範
囲
規
制
上
取
引
所
の
子
会

社
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
外
国
会
社
を
子
会

社
と
し
て
い
る
持
株
会
社
ま
た
は
外
国
会
社
で
あ
っ
て

持
株
会
社
と
同
種
の
も
の
も
し
く
は
持
株
会
社
に
類
似

す
る
も
の
（
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
特
例
対
象
持
株
会

社
」
と
い
う
）
を
子
会
社
と
す
る
場
合
も
同
様
。

（
注
四
） 

い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｒ
Ｆ
（
マ
ネ
ー
・
リ
ザ
ー
ブ
・

フ
ァ
ン
ド
）
の
こ
と
。
Ｍ
Ｒ
Ｆ
と
は
、
個
人
投
資
家
の

証
券
売
買
資
金
の
管
理
等
に
用
い
ら
れ
る
投
資
信
託
の

一
種
。
残
存
期
間
の
短
い
公
社
債
等
を
中
心
に
運
用
さ

れ
る
。

（
注
五
） 
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者

の
主
要
株
主
の
み
な
ら
ず
、
金
融
商
品
取
引
業
者
の
持

株
会
社
の
主
要
株
主
に
対
し
て
も
主
要
株
主
規
制
等
が

及
ん
で
い
る
。

 

　

現
行
法
上
、
こ
う
し
た
持
株
会
社
に
つ
い
て
は
、
独

占
禁
止
法
上
の
持
株
会
社
の
定
義
を
引
用
し
て
「
総
資

産
に
占
め
る
子
会
社
株
式
の
取
得
価
額
の
割
合
が
五

〇
％
を
超
え
る
会
社
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
（
法
二

九
条
の
四
第
一
項
五
号
ニ
）、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
の
導
入

後
に
は
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
債
の
発
行
等
に
伴
い
、
持
株
会
社

に
お
け
る
子
会
社
株
式
以
外
の
資
産
が
増
加
す
る
こ
と

に
よ
り
、
持
株
会
社
の
総
資
産
に
占
め
る
子
会
社
株
式

の
取
得
価
額
の
割
合
が
五
〇
％
を
下
回
る
可
能
性
が
生

じ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
応
す
る
た
め
当
該
増
加
す

る
資
産
を
持
株
会
社
の
計
算
上
除
外
す
る
こ
と
と
し
て

い
る
。

（
と
み
な
が
・
た
け
は
る

お
お
た
・
ま
さ
お

こ
か
ど
・
と
し
お

こ
ば
や
し
・
た
か
ひ
で

な
ば
・
ゆ
う
こ

こ
ば
や
し
・
の
り
ゆ
き
）


